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令和４年９月

第３回
定例会

令和４年８月

第３回
臨時会

空に向かって元気に赤白玉入れ！空に向かって元気に赤白玉入れ！
秋の爽やかな風が吹き始めた９月から 10 月にかけ、市内の小学校では運動会が開催されました。秋の爽やかな風が吹き始めた９月から 10 月にかけ、市内の小学校では運動会が開催されました。
コロナ禍が続く中でも、子どもたちは元気いっぱい活動していました。（９月 23 日　北浦小学校）コロナ禍が続く中でも、子どもたちは元気いっぱい活動していました。（９月 23 日　北浦小学校）
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令和４年 第３回臨時会・第３回定例会第３回臨時会・第３回定例会
◆第３回（８月）臨時会は８月９日に開催され、緊急に審議する必要のある案件と
して、補正予算１件が市長から提出されました。審査の結果、賛成少数により否
決されました。
◆第３回（９月）定例会は、９月６日から９月 29日までの 24日間にわたり開催され、
各会計の決算認定の他、報告３件、条例の改正や補正予算など、再議を含む 10件
が市長から、意見書の提出について１件が議員から提出されました。再議につい
ては、記名投票による採決を行い、可否同数となったため、議長において裁決権
を行使した結果、否決となりました。その他については、原案のとおり全会一致
で可決されました。また、一般質問では９名の議員が登壇し、市の方針等を質し
ました。

　現在、新型コロナウイルス感染症により依然として先行きが不透明な中、複合的に様々な要因が重なり、混沌
とした社会が続いています。そのような中でも、本市が本市らしく、持続可能なまちづくりを進めていくことが
できるのは、本市の強みである「市民力」が根底を支えているからです。
　この市民力を、より一層生かすためには、私ども行政は、機動的で柔軟でなければなりません。誰一人取り残
されることなく地域で支え合い、豊かな生活を実現できているかという視点で、常にスピード感を持って対応し、
確認と改善を繰り返しながら進めていく必要があります。
　今後とも、まちの持続的発展に向けて、誰もが「住みたい」「住み
続けたい」と思える
ような施策に注力し、
将来に希望が持てる
まちづくりを実践し
てまいります。

　
　
　
　
　
　
　

第
３
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら

　
9
月
6
日（
火
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、諸
般
の
報
告
、再
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
会
付
託（
請
願
）

　
　
　
8
日（
木
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
9
日（
金
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
12
日（
月
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
13
日（
火
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、委
員
会
付
託

（
特
別
委
員
会
設
置
、委
員
の
選
任
）

　
　
　
　
　
　
　
【
予
算
決
算
特
別
委
員
会
】（
正
副
委
員
長
の
互
選
）

　
　
　
14
日（
水
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
15
日（
木
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
16
日（
金
）【
経
済
建
設
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
20
日（
火
）【
予
算
決
算
特
別
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
21
日（
水
）【
予
算
決
算
特
別
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
22
日（
木
）【
予
算
決
算
特
別
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
29
日（
木
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
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論
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決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
追
加
日
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

▼定例会の
　様子は
　こちらから

あ

ら

ま

し

第３回定例会��市長あいさつ及び提案理由の説明（一部抜粋）

第
３
回
臨
時
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
10
ペ
ー
ジ

８
月
９
日（
火
）

【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
会
期
の
決
定
、諸
般
の
報
告

　
　
　
　
議
案
の
上
程
、説
明
、質
疑
、

　
　
　
　
委
員
会
付
託
、委
員
長
報
告
、

　
　
　
　
質
疑
、討
論
、採
決

　
　
　
　
閉
会

【
予
算
特
別
委
員
会
】
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　補正予算・決算審査のため、「予算決算
特別委員会」が設置され、議長を除く 16
名の委員により、審査が行われました。特
別委員長には、栗原 繁議員、特別副委員
長には、髙木 正議員が互選されました。
　審査内容の詳細については、次号の議会
だよりでお伝えします。

監
査
委
員
の
意
見（一

部
抜
粋
）

　

こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
住
民

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
事
業
に
加
え
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
考
慮

し
た
事
業
の
実
施
は
、
財
源
の
確
保

が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
適
正
な
予

算
措
置
及
び
執
行
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
を
実
行
す
る
た
め
、
社
会
環

境
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
す
る
と
と

も
に
、
限
ら
れ
た
財
政
資
源
の
中
で

最
大
限
の
効
果
が
上
げ
ら
れ
る
よ
う
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
事
業
の
精
査
を
徹

底
し
、
よ
り
一
層
市
民
生
活
の
安
全

面
、
経
済
面
の
向
上
に
努
め
ら
れ
る

よ
う
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

行
方
市
監
査
委
員��　
大
輪�

嘉
裕

　
　
　
　
　
　
　

��　
宮
内　

�

守

６会計決算は認定

一般・特別・企業会計別決算
会計名 歳　　入 歳　　出 差引残額

一般会計 190 億 8,489 万 9,752 円 184 億 7,526 万 1,049 円 6 億 963 万 8,703 円
国民健康保険特別会計 45 億 4,475 万 5,992 円 45 億 3,049 万 9,519 円 1,425 万 6,473 円
介護保険
特別会計

保険事業勘定 40 億 1,184 万 1,615 円 38 億 3,634 万 8,694 円 1 億 7,549 万 2,921 円
介護サービス事業勘定 1,036 万 6,688 円 804 万 4,194 円 232 万 2,494 円

後期高齢者医療特別会計 4 億 1,093 万 7,336 円 4 億 916 万 5,636 円 177 万 1,700 円
水道事業
会計

収益的収入及び支出 9 億 6,038 万 1,067 円 7 億 9,635 万 2,777 円 1 億 6,402 万 8,290 円
資本的収入及び支出 1 億 4,997 万 4,112 円 4 億 1,740 万 6,099 円 △ 2 億 6,743 万 1,987 円

下水道事
業会計

収益的収入及び支出 8 億 5,845 万 9,567 円 8 億 1,622 万 4,609 円 4,223 万 4,958 円
資本的収入及び支出 3 億 6,501 万 8,900 円 6 億 847 万 4,411 円 △ 2 億 4,345 万 5,511 円

合　　計 303 億 9,663 万 5,029 円 298 億 9,777 万 6,988 円 4 億 9,885 万 8,041 円

※その他、詳細については行方市ホームページをご覧ください。
　（https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/dir009206.html）

令和３年度　一般会計の決算状況

繰入金
2.2％

民生費
30.2％

総務費
22.9％

公債費
10.8％

土木費
10.3％

教育費
8.8％

衛生費
7.1％

農林水産業費
3.5％

消防費
4.4％

商工費
1.2％

議会費
0.8％

災害復旧費
0.0％

184億7,526万
1,049 円

歳出
自主財源
32.5％

市税
21.5％

繰越金
4.0％

諸収入

その他
2.9％

地方交付税
31.8％

国庫支出金
17.6％

県支出金
5.8％

市債
4.9％

譲与税・
交付金
など　

歳入
190億8,489万

9,752 円

7.4％

依存財源
67.5%

1.9％
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主要指標から見た　行方市の財政状況主要指標から見た　行方市の財政状況
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和３年度の行方市健全化判断比率
の報告がありました。

・実質赤字比率　　　　--％　　　　（赤字額がないため --％の表示）
　　　標準財政規模における一般会計等の赤字の割合を指標化したもの

・連結実質赤字比率　　--％　　　（赤字額がないため --％の表示）
　　　行方市のすべての会計を合算して赤字の割合を指標化したもの

・実質公債費比率　　　８．３％
　 　市の実質的な借金が財政規模に占める

割合のこと。数値が高いほど返済の負担
が重いことを示し、通常３年間の平均値
を使用します。
年度 /
項目 比率 県内

平均
早期健全
化基準

R03 8.3 6.3
25.0R02 7.9 6.5

R01 7.4 6.7

・将来負担比率　　　４５．３％
　 　地方公共団体の借入金（地方債）など

現在抱えている負債の大きさを、その地
方公共団体の財政規模に対する割合で表
したものです。
年度 /
項目 比率 県内

平均
早期健全
化基準

R03 45.3 28.8
350.0R02 68.3 39.4

R01 62.6 41.9
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義務的経費割合・・・歳出に占める義務的経費（人件費、公債費、扶助費等）の割合
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5 年間の一般会計決算の推移



　インターネット（パソコン、スマホ）
では、録画中継をしています。
　現在、平成 29 年第２回定例会から
令和４年第３回臨時会までがご覧にな
れます。
　準備が整い次第、第３回定例会も公
開いたします。 なめがたネット放送局を検索し、市議会録画中継へ

本会議の様子を「なめがたエリアテレビ」にて、
生中継しています。
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■  令和４年第３回行方市議会定例会 付託案件の審査
審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は 11ページをご参照ください。

総
務
委
員
会

　

�
行
方
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
の
変

更
に
つ
い
て

　
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
令
和
３
年
法
律
第
19
号
）

第
８
条
第
10
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

　

�　
本
市
の
人
口
減
少
の
現
状
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
施
策
が
あ
る
の
か

　

�　
い
か
に
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る

か
と
い
う
こ
と
で
、
子
育
て
世
代
を
対
象

に
公
園
の
整
備
や
子
育
て
に
関
す
る
施

策
、
市
有
地
を
活
用
し
た
定
住
に
関
す
る

施
策
な
ど
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

�　
雇
用
の
場
の
確
保
と
企
業
誘
致
の
考
え

に
つ
い
て

　
　

�　
今
回
の
こ
の
計
画
、
ま
た
定
住
移
住

促
進
計
画
と
市
で
も
策
定
を
し
て
い
ま

す
。
高
速
道
路
の
メ
リ
ッ
ト
等
を
活
か

し
な
が
ら
、
県
と
連
携
し
、
企
業
が
来

て
く
れ
る
よ
う
な
誘
致
活
動
を
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

QAQA

　

�

行
方
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
国
家
公
務
員
に
お
け
る
育
児
休
業
の
取
得

回
数
制
限
の
緩
和
、
育
児
参
加
の
た
め
の
休

暇
の
対
象
期
間
の
拡
大
等
の
措
置
に
伴
い
、
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
２
６
１
号
）

第
24
条
第
４
項
の
均
衡
の
原
則
に
基
づ
き
、

国
家
公
務
員
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

　

�　
育
児
休
業
中
に
お
け
る
給
与
の
支
給
に

つ
い
て

　
�　

産
前
産
後
８
週
間
の
休
暇
に
つ
い
て

は
、給
与
は
１
０
０
％
支
給
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
の
育
児
休
業
に
つ
い
て
は
、
生
ま

れ
て
か
ら
６
カ
月
間
は
共
済
組
合
の
方
か

ら
給
与
の
67
％
が
給
付
さ
れ
、
子
供
が
１

歳
に
な
る
ま
で
は
50
％
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
、
無
給
と
な

り
ま
す
。

　

�　
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
状
況
に

つ
い
て

　

�　
現
在
、
育
児
休
業
を
取
得
し
て
い
る
男

性
職
員
は
１
名
で
す
。
令
和
２
年
度
か
ら

取
得
し
て
い
ま
す
。

QAQA



請　
願

　

�　

�

行
方
市
手
話
言
語
の
普
及
に
関
す
る

条
例
制
定
を
求
め
る
請
願

請
願
の
要
旨

　
手
話
が
言
語
で
あ
る
こ
と
の
認
識
に
基

づ
き
、
手
話
言
語
を
利
用
し
や
す
い
環
境

の
構
築
に
関
し
て
基
本
理
念
を
定
め
、
行

方
市
民
の
責
務
及
び
役
割
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
施

策
を
推
進
し
、
も
っ
て
、
ろ
う
者
と
ろ
う

者
以
外
の
者
が
共
生
す
る
こ
と
の
で
き
る

地
域
社
会
の
実
現
を
目
的
と
し
、
行
方
市

手
話
言
語
の
普
及
に
関
す
る
条
例
を
制
定

し
て
い
た
だ
く
よ
う
請
願
す
る
。

【
請
願
者
】　

　
鹿
行
聴
覚
障
害
者
協
会

　
　
　
　
　
　
会
長　
　
髙
木　
茂
晴　

【
紹
介
議
員
】　
土
子　
浩
正

教
育
厚
生
委
員
会

【
委
員
か
ら
の
意
見
】

　
条
例
の
制
定
に
向
け
て
は
慎
重
に
進
め

て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
社
会
を
作
る
た

め
に
、
本
市
と
し
て
も
、
手
話
が
普
及
し

や
す
い
環
境
整
備
を
進
め
て
い
く
と
い
う

方
向
性
を
見
い
だ
し
て
ほ
し
い
。

審
査
の
結
果

　
●
　
採
択

～　議会へ請願・陳情される方へ　～

※　 請願書（陳情書）はその要旨、理
由を簡単に分かりやすく書いてく
ださい。

※　 提出年月日、請願（陳情）者の住所、
署名又は記名押印してください。

※　 請願書は、１人以上の紹介議員が
必要で、表紙に自筆による署名又
は記名押印が必要です。

※　 紹介議員がつかないときは、陳情
書としてください。

※　 提出方法については、議会事務局
へお問い合わせください。

○○○に関する
請願（陳情）書

紹介議員
署名又は
記名押印　� 印

（表紙例）

○○○に関する請願
（陳情）

1. 要旨
2. 理由

令和　年　月　日
請願（陳情）者の住所
署名又は
記名押印　　　　　印
行方市議会議長　　殿

（内容例）

請願・陳情とは、市民が市政についての要望や
意見を直接「議会」に提出する方法です。

▲▲

付託案件の審査
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▲▲

付託案件の審査

▼�

令
和
３
年
度
行
方
市
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益

剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
度
行
方
市
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
剰
余
金
２
億
８
１
５
７
万
１
０
９
９
円
の
う
ち

１
億
６
１
５
７
万
１
０
９
９
円
を
減
債
積
立
金
に
積

み
立
て
、
１
億
２
０
０
０
万
円
を
資
本
金
に
組
み
入

れ
る
も
の

▼�

令
和
３
年
度
行
方
市
下
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て

　
令
和
３
年
度
行
方
市
下
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
剰
余
金
４
６
４
４
万
５
３
７
９
円
を
減
債
積
立
金

に
積
み
立
て
る
も
の

▼�

行
方
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
（
２
件
）

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
10
条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

経
済
建
設
委
員
会

▼��

行
方
市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て
（
９
件
）

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
10
条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

▼
行
方
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
（
１
件
）

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
８
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

委
員
か
ら
の
意
見

　
高
速
道
路
の
工
事
が
完
了
し
た
後
に
は
、
市
道
路

線
図
の
更
新
も
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

委員会レポート

　毎号の議会だよりに掲載している「市民の声」（令
和３年８月発行分～令和４年５月発行分まで）を、
広報委員会から議長に提出しました。
　この「市民の声」は、議長から各委員会の委員長
へと伝え、今後の委員会活動に活かされます。

広報委員会「市民の声」を議長に提出しました
期日：10 月５日　委員長：貝塚 俊幸

（左から）
貝塚�俊幸�委員長、岡田�晴雄�議長、
藤﨑�仙一郎�副委員長

No.69
行方市議会だより7



▼�

議
案
第　
号
令
和
４
年
度
行
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）
に
つ
い
て
の
再
議
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

１
７
６
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
長
が
再

議
に
付
し
た
も
の

【
再
議
の
理
由
】

　
「
議
案
第
35
号
令
和
４
年
度
行
方
市
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
５
号
）に
つ
い
て
」（
以
下「
本

件
議
案
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
原
案
及
び

修
正
案
い
ず
れ
の
表
決
に
つ
い
て
も
、
行
方
市

議
会
会
議
規
則（
以
下「
会
議
規
則
」と
い
う
。）

第
70
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
起
立
に
よ
り
表

決
を
と
り
、
８
名
が
起
立
し
、
賛
成
少
数
と
し

て
否
決
と
な
っ
た
。

　
表
決
に
先
立
ち
、
会
議
規
則
第
51
条
の
規
定

に
よ
る
本
件
議
案
に
対
す
る
発
言
通
告
書
が
議

長
に
提
出
さ
れ
、
質
疑
が
行
わ
れ
た
。
会
議
規

則
第
55
条
第
１
項
の
規
定
で
は
、
発
言
は
、
す

べ
て
簡
明
に
す
る
も
の
と
し
、
議
題
外
に
わ
た

り
、
又
は
そ
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
、
会
議
規
則
第
55
条
第
３
項
の
規
定
で

は
、
議
員
は
、
質
疑
に
当
た
っ
て
は
、
自
己
の

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い

る
が
、
議
員
の
発
言
の
中
で
、
議
題
の
範
囲
を

超
え
た
り
、
自
己
の
意
見
を
述
べ
る
発
言
が
↘

【
追
加
議
案
】

▼�

令
和
４
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）
に
つ
い
て

　
一
般
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

２
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
提
案
さ
れ
、

〇
文
化
会
館
維
持
管
理
事
業
に
係
る
改
修
工
事
の

進
め
方
及
び
防
衛
省
に
よ
る
助
成
事
業
に
つ
い
て

〇
ス
ク
ー
ル
バ
ス
利
用
料
管
理
シ
ス
テ
ム
導
入

に
伴
い
生
じ
る
利
点
及
び
年
間
の
シ
ス
テ
ム
使

用
料
に
つ
い
て　
等
、
質
疑
応
答
を
重
ね
ま
し

た
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
原
案
に

対
し
異
議
が
あ
っ
た
の
で
、
起
立
に
よ
り
採
決

を
行
い
、
起
立
多
数
に
よ
り
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

�

■
行
方
市
文
化
会
館
大
規
模
改
修
工
事
請
負

費
、
環
境
美
化
セ
ン
タ
ー
基
幹
的
設
備
改
良

工
事　
等

※
詳
細
は
12
ペ
ー
ジ

■
「
再
議
」
と
は

　
自
治
法
に
基
づ
く
再
議
に
は
、
長
が
任
意
に
拒

否
権
（
一
般
的
拒
否
権
）
を
行
使
し
、
や
り
直
し

を
求
め
る
再
議
と
、
法
定
事
由
が
あ
る
場
合
に
長

が
義
務
的
に
拒
否
権
（
特
別
的
拒
否
権
）
を
行
使

し
、
や
り
直
し
を
求
め
る
再
議
の
２
つ
が
あ
る
。

（
地
方
議
会
運
営
辞
典
よ
り
抜
粋
）

▼��

令
和
４
年
度
行
方
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て

　
介
護
保
険
特
別
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ

た
の
で
、
地
方
自
治
法(

昭
和
22
年
法
律
第
67

号)

第
２
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
提

案
さ
れ
、
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
※
詳
細
は
12
ペ
ー
ジ

35

予
算
決
算
特
別
委
員
会

■  各委員会への 付託が省略された議案
議決結果は 11ページをご参照ください。

↙
認
め
ら
れ
た
。

　
会
議
規
則
第
70
条
第
２
項
の
規
定
で
は
、
議
長
が
起

立
者
の
多
少
を
認
定
し
難
い
と
き
、
又
は
議
長
の
宣
告

に
対
し
て
出
席
議
員
２
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き

は
、
議
長
は
、
記
名
又
は
無
記
名
の
投
票
で
表
決
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
方

自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
１
１
６
条
の
規

定
で
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く

ほ
か
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
事
は
、
出
席

議
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
本
件
議
案
の
議
決
（
以
下
「
本
件
議
決
」
と
い
う
。）

に
際
し
て
は
、
原
案
及
び
修
正
案
い
ず
れ
に
つ
い
て
も

起
立
に
よ
る
表
決
の
み
で
決
し
て
お
り
、
可
否
同
数
の

確
定
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
可
否
同
数
の
場

合
の
議
長
裁
決
も
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
議

決
は
適
切
で
な
い
と
判
断
し
、
法
第
１
７
６
条
第
４
項

の
規
定
に
よ
り
再
議
に
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
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意見書を手渡しました
（左から）鈴木　裕�教育厚生委員長、大原　功坪�副議長、
岡田　晴雄�議長、鈴木　周也�市長

　
令
和
４
年
第
３
回
（
９
月
）
定
例
会
に
お
い
て
審
議

さ
れ
た
意
見
書
は
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
10
月
７
日
に
、
岡
田
晴
雄
議

長
か
ら
鈴
木
周
也
市
長
へ
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

※�

意
見
書
の
全
文
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

　
（�https://w

w
w
.city.nam

egata.ibaraki.
jp/page/page011305.htm

l

）

▼�
「
行
方
市
手
話
言
語
の
普
及
に
関
す
る
条
例
」

制
定
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

採
択
さ
れ
た
請
願
第
１
号
の
趣
旨
に
基
づ

き
、
手
話
言
語
の
理
解
と
広
が
り
を
も
っ
て
ろ

う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
人
た
ち
が
地
域
で
支
え

合
い
、
手
話
言
語
を
使
っ
て
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
構
築
を
市
と
し
て

実
現
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
早
期
に
「
行
方

市
手
話
言
語
の
普
及
に
関
す
る
条
例
」
制
定
を

強
く
要
望
す
る
べ
く
、
市
長
へ
意
見
書
を
提
出

す
る
も
の
（
内
容
は
下
記
の
と
お
り
）

議
員
発
議

「
行
方
市
手
話
言
語
の
普
及
に
関
す
る
条
例
」
制
定
を

求
め
る
意
見
書

　
手
話
は
、
音
声
言
語
の
日
本
語
と
異
な
る
言
語
で
あ

り
、
会
話
を
す
る
と
き
に
、
手
指
や
体
の
動
き
、
顔
の

表
情
を
使
っ
て
視
覚
的
に
表
現
す
る
言
語
で
す
。

　
ろ
う
者
は
、
互
い
を
理
解
し
、
知
識
を
蓄
え
、
文
化

を
創
造
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
手
話
を
大
切
に
育

ん
で
き
ま
し
た
。

　
近
年
に
な
っ
て
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
例
や

障
害
者
基
本
法
に
お
い
て
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
、
国
際
的
に
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
が
、
社
会
に
お
け
る
手
話
に
対
す
る
認
識

は
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　
手
話
を
必
要
と
す
る
全
て
の
人
が
、
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
に
お
い
て
、
手
話
を
通
じ
て
容
易
に
必
要
な

情
報
を
取
得
し
、
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
私
た

ち
一
人
一
人
が
、
手
話
が
か
け
が
え
の
な
い
言
語
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
手
話
を

普
及
さ
せ
、
使
用
で
き
る
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
本
市
に
お
い
て
も
、
手
話
が
言
語

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
全
て
の
市
民
が
手
話
へ

の
理
解
を
深
め
、
共
に
支
え
合
う
地
域
社
会
を
実
現
す

る
こ
と
を
目
指
し
、「
行
方
市
手
話
言
語
の
普
及
に
関

す
る
条
例
」
を
制
定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
要
望
い

た
し
ま
す
。

　
以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
い
た
し
ま
す
。

令
和
４
年
９
月
29
日

行
方
市
議
会

（
提
出
先
）
行
方
市
長

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

茨城県手話通訳者協会の通訳者による本会議
での手話通訳の様子

▲▲

付託が省略された議案



No.69
行方市議会だより 10

■  令和４年第３回行方市議会臨時会 議案の審議
議決結果は 11ページをご参照ください。

▼�
令
和
４
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）
に
つ
い
て

　
一
般
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ
た

の
で
、
地
方
自
治
法(

昭
和
22
年
法
律

第
67
号)

第
２
１
８
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

　
■�

庁
舎
建
設
基
本
設
計
業
務
委
託

料
、
行
方
市
文
化
会
館
大
規
模
改

修
工
事
請
負
費

提
出
議
案

■  本会議において 賛否が分かれた議案
議案賛否一覧表（賛成＝○、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－、議長＝■）��

賛否が分かれた
議案と賛否結果

１　
中
城
か
お
り

２　
伊
勢
山
仙
寿

３　
髙
野　
市
郎

４　
阿
部
孝
太
郎

５　
藤
﨑
仙
一
郎

６　
小
野
瀬
忠
利

７　
栗
原　
　
繁

８　
土
子　
浩
正

９　
貝
塚　
俊
幸

10　
鈴
木　
　
裕

11　
宮
内　
　
守

12　
髙
橋　
正
信

13　
小
林　
　
久

14　
髙
木　
　
正

15　
大
原　
功
坪

17　
髙
栁
孫
市
郎

18　
岡
田　
晴
雄

賛
否
結
果

第３回臨時会

議案 第 35 号
修 正 案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ■ 否決

議案第 35 号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ■ 否決

第３回定例会 議案第 35 号
（再議第１号） 〇 × × 〇 〇 〇 × 〇 × × × 〇 〇 × 〇 × 否決 否決

※第３回臨時会においては、議案第35号修正案及び議案第35号について、賛成者を起立させ、表決を行いました。
※�議長は通常、表決に加わりませんが、議案第 35号（再議第１号）については、記名投票による表決を行い、
可否同数となったため、議長において裁決権を行使しました。
※棄権は表決する権利を行使しなかった場合です（棄権は退席を含みます）。

予算特別委員会に付託
され審議されました。

予
算
特
別
委
員
会

【
予
算
特
別
委
員
会
の
審
査
の
経
過
】

　
質
疑
終
結
の
後
、
修
正
動
議
が
な
さ

れ
ま
し
た
。
提
出
理
由
の
説
明
の
後
、

〇�

庁
舎
建
設
が
遅
れ
る
こ
と
で
、
市
民

及
び
職
員
の
安
全
性
の
確
保
や
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
つ
い
て

〇�

行
方
市
文
化
会
館
大
規
模
改
修
工
事

請
負
費
の
９
５
９
０
万
９
千
円
の
増

額
分
が
市
民
負
担
に
な
る
こ
と
へ
の

懸
念
、
入
札
の
透
明
性
に
つ
い
て

等
の
質
疑
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
原
案
及
び
修
正
案
の
討
論

を
行
い
、
賛
成
反
対
そ
れ
ぞ
れ
発
言
が

な
さ
れ
、

〇�

特
別
委
員
会
で
結
論
が
出
て
い
な
い

中
で
の
庁
舎
建
設
に
伴
う
予
算
計
上

は
時
期
尚
早
で
は
な
い
か

〇�

耐
震
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
庁
舎

で
の
行
政
運
営
は
問
題
が
あ
り
、
一

刻
も
早
い
耐
震
が
な
さ
れ
た
庁
舎
建

設
を
望
む

等
の
討
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
で
は
、
提
出
さ
れ
た
修
正
案
が

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
の

で
、
次
に
、
修
正
部
分
を
除
く
原
案
に

つ
い
て
採
決
を
行
い
、
賛
成
多
数
に
よ

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
採
決
終
了
後
、
委
員
よ
り
少

数
意
見
の
留
保
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し

た
。
賛
成
者
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
少

数
意
見
の
留
保
を
し
ま
し
た
。

【
予
算
特
別
委
員
会
の
結
果
に
つ
い
て
】

　
●
修
正
可
決
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■  令和４年第３回行方市議会臨時会 提出議案議決結果
《市長提出議案》

議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会
議案第 35 号 令和４年度行方市一般会計補正予算（第５号）について 否決 予算特別委員会

■  令和４年第３回行方市議会定例会 提出議案議決結果
《市長提出議案》

議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

再議第１号 議案第 35 号令和４年度行方市一般会計補正予算（第５号）
についての再議について 否決 ―

議案第 36 号 行方市過疎地域持続的発展計画の変更について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 37 号 行方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 38 号 令和３年度行方市水道事業会計未処分利益剰余金の処分に
ついて

原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 39 号 令和３年度行方市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分
について

原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 40 号 行方市道路線の廃止について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 41 号 行方市道路線の変更について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 42 号 行方市道路線の認定について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

《議員提出議案》
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

発議第３号 「行方市手話言語の普及に関する条例制定」を求める意見書
の提出について

原案可決
（全会一致） ―

《請願・陳情》
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

請願第１号 行方市手話言語の普及に関する条例制定を求める請願 採択 教育厚生委員会

※■色が付いたものは賛否の分かれた議案です。

　本会議の内容は、なめがたエリアテ
レビや、インターネット録画中継でも
ご覧になれますが、会議の公式記録は
会議録となります。会議録は、インター
ネットにて全文を確認できます。
　市議会ホームページで「会議録」を
選択してください。

本会議の内容を知りたい「行方市議会　会議録検索システム」
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※議案第 43 号及び議案第 44 号は予算決算特別委員会に付託されました。

■  第３回（９月）定例会で 補正された予算（令和４年度・追加議案）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

議案第 43 号
一般会計

（第６号）

５億3,091万円　増額
（179億8,946万３千円）

・ 高度処理型浄化槽設置推進事業（高度処理型合併浄化
槽設置補助金）　/　4,262万９千円

・ 環境美化センター基幹的設備改良事業（基幹的設備改
良工事）　/　8,884万９千円

・ 文化会館維持管理事業（行方市文化会館大規模改修工
事請負費　/　3,867万２千円

　など

原案可決
（全会一致）

議案第 44 号
介護保険特別会計

（第１号）

2,271万３千円　増額
（39億9,371万３千円）

・ 総合相談事業費（実施設計委託料、地域包括支援セン
タートイレ改修工事）　/　963万６千円

・国庫支出金等償還金　/　1,298万９千円
　など

原案可決
（全会一致）

■  決算認定（令和３年度）
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

認 定 第 １ 号 令和３年度行方市一般会計歳入歳出決算認定について 原案認定
（全会一致） 予算決算特別委員会

認 定 第 ２ 号 令和３年度行方市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定
について

原案認定
（全会一致） 予算決算特別委員会

認 定 第 ３ 号 令和３年度行方市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

原案認定
（全会一致） 予算決算特別委員会

認 定 第 ４ 号 令和３年度行方市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認
定について

原案認定
（全会一致） 予算決算特別委員会

認 定 第 ５ 号 令和３年度行方市水道事業会計決算認定について 原案認定
（全会一致） 予算決算特別委員会

認 定 第 ６ 号 令和３年度行方市下水道事業会計決算認定について 原案認定
（全会一致） 予算決算特別委員会

スマホで読める！議会だより
デジタルブック配信しています

○ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読めます。
○ 10 言語で読めます。
○音声読み上げもできます。
○文字サイズを調整できます。
　※ブラウザは音声読み上げに対応しておりません。
　　音声読み上げには無料アプリ（カタポケ）の
　　インストールが必要です。

無料アプリ『カタポケ』
このアイコンが目印です。

※　デジタルブックの配信は発行日の10日後となります。
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市の考えを問います
問質般一

９名の議員が登壇し、執行部に対し方針等を
問いました。
紙面の内容は、質問・答弁共に議員自らが要約・
執筆、寄稿したものを掲載しています。

　
９月８日（4 議員）

貝塚　　俊幸（一問一答）���15ページ
　１．財政について
　２．市民福祉について
　３．学校跡地の利活用について

阿部　孝太郎（一問一答）���16ページ
　１．定住促進に関して
　２．デジタル・ガバメント宣言の進捗に関して

栗原　　　繁（一括後一問一答）�16ページ
　１．次年度予算編成について
　２．環境保全の取組

髙橋　　正信（一括後一問一答）�17ページ
　１．防災・減災対策について
　２．過疎対策について

９月９日（4 議員）

※�新型コロナウイルス感染症対策として、一議員
90 分以内となっている一般質問の時間を 60 分
以内として実施しました。

中城　かおり（一問一答）���13ページ
　１．環境問題について
　２．地域福祉計画について

小野瀬　忠利（一問一答）���14ページ
　１． 行方市総合戦略で目指す「笑顔で住み続けた

いまち、行方」について
　２．教育行政について

髙木　　　正（一問一答）���14ページ
　１．行財政運営の実態、指針の検証

伊勢山　仙寿（一問一答）���15ページ
　１．企業誘致について
　２．道路の流末排水について
　３．空き家対策について

小林　　　久（一括後一問一答）�17ページ
　１．学校施設管理
　２．行政職管理
　３．農業政策

９月 12 日（１議員）

獲
者
へ
の
奨
励
金
交
付
、
森
林
の
下
刈

り
等
を
行
い
、
イ
ノ
シ
シ
の
生
育
地
の
拡

大
を
防
止
す
る
事
業
を
始
め
て
い
ま
す
。

問　
耕
作
放
棄
地
再
生
と
利
用
及
び
有

害
鳥
獣
の
軽
減
に
つ
い
て

答　
農
業
委
員
会
事
務
局
長　
農
地
中

間
管
理
機
構
な
ど
を
活
用
し
て
担
い
手

に
結
び
付
け
、
耕
作
放
棄
地
の
減
少
に

つ
な
が
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

問　
気
候
変
動
対
策
に
つ
い
て

　
　

�

冬
で
も
枯
れ
な
い
緑
の
カ
ー
テ
ン

の
利
用
は

答　
経
済
部
長　
断
熱
効
果
が
考
え
ら

れ
る
の
で
、
前
向
き
に
検
討
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

問　
高
齢
者
や
障
害
者
、
外
国
人
の
方

へ
の
情
報
提
供
の
方
法
と
は

答　
市
民
福
祉
部
長　
民
生
委
員
等
へ

お
願
い
し
た
り
、
翻
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
り
作
成
し
た
市
報
や
社
会
福
祉
協
議
会

広
報
紙
を
読
み
上
げ
た
声
の
広
報
を
送
付

し
た
り
、
庁
舎
の
窓
口
に
、
外
国
人
の
方

向
け
の
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
災
害

時
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

中城　かおり�議員

問　
環
境
問
題
に
つ
い
て

答　
市
長　
行
方
市
環
境
基
本
計
画
を
策

定
し
、
郷
土
の
豊
か
な
自
然
を
守
り
、
次

世
代
へ
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
、
各
種

施
策
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。「
湖
と
緑

と
や
す
ら
ぎ
を
守
り
育
て
る
ま
ち　
な
め

が
た
」
の
実
現
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
参
画
を

促
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
環
境
教
育
の
状
況
に
つ
い
て

答　
教
育
部
長　
サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培

や
市
主
催
の
水
産
業
体
験
な
ど
も
活
用
、

水
質
浄
化
や
環
境
生
態
系
に
つ
い
て
学
習

す
る
予
定
で
す
。

問　
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て

　
　
イ
ノ
シ
シ
駆
除
の
市
の
考
え
は

答　
経
済
部
長　
捕
獲
の
強
化
や
狩
猟

免
許
取
得
者
の
育
成
、
イ
ノ
シ
シ
捕

環
境
問
題
に
つ
い
て

地
域
福
祉
計
画
に
つ
い
て
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問　
文
化
会
館
事
業
は
防
衛
補
助
事
業

で
あ
る
が
、
急
き
ょ
１
億
円
補
正
増
の

全
額
市
民
負
担
に
納
得
が
い
か
な
い
。

再
申
請
・
最
交
渉
す
べ
き
と
思
う
が
。

資
材
等
の
値
上
が
り
は
、
行
方
市
の
責

任
で
は
な
い
。
市
民
の
た
め
に
よ
り
汗

を
か
く
べ
き
で
あ
る

答　
市
長　
工
期
の
問
題
も
あ
り
、
こ

れ
以
上
の
補
助
は
難
し
い
状
態
で
す
。

問　
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
整
備
事
業
は
、

こ
こ
に
き
て
、
雨
漏
り
に
始
ま
り
、
耐

震
→
風
力
強
度
→
防
火
基
準
と
問
題
の

表
面
化
が
相
次
ぎ
、
契
約
時
の
瑕
疵
担

保
責
任
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

答　
市
長　
事
業
推
進
課
長　
目
下
調

査
中
で
あ
り
、屋
根
構
造
変
更
中
で
す
。

問　
こ
の
キ
リ
ン
動
物
園
事
業
（
20
億

円
）
は
、
行
政
不
安
を
招
き
、
愚
か
で

あ
り
、
他
に
い
く
ら
で
も
や
る
こ
と
は

あ
る
の
で
は
な
い
か

問　
庁
舎
建
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
未

だ
市
民
の
考
え
と
行
政
に
大
分
ズ
レ
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く

答　
（
時
間
の
関
係
で
明
確
な
答
弁
は

な
い
）

髙木　正�議員

小野瀬　忠利�議員

問　
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
昭
和
49
年

に
麻
生
都
市
計
画
が
決
定
し
、
昭
和
51

年
10
月
１
日
付
で
用
途
地
域
が
決
定
さ

れ
た
が
、
用
途
地
域
に
よ
る
建
築
物
の

用
途
制
限
は
現
状
に
即
し
て
い
る
の

か
。
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
た
と

き
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

答　
建
設
部
長　
昭
和
51
年
に
、
一
度

指
定
さ
れ
た
範
囲
が
お
お
む
ね
そ
の
ま

ま
今
ま
で
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
何
度

か
用
途
の
見
直
し
な
ど
を
進
め
て
き
ま

し
て
、
平
成
28
年
に
緩
和
し
た
経
緯
が

ご
ざ
い
ま
す
。
更
新
作
業
に
際
し
て
、

市
民
が
求
め
て
い
る
も
の
と
ず
れ
が
あ

る
よ
う
な
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
で

あ
れ
ば
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
中
で
も

将
来
的
に
用
途
地
域
の
範
囲
を
見
直
す

と
か
、
少
し
緩
和
と
い
う
よ
う
な
記
載

を
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
と

思
い
ま
す
。

問　
手
賀
ゴ
ル
フ
場
跡
地
産
廃
残
土
処

分
（
７
千
立
方
メ
ー
ト
ル
、
単
価
２
千

円�

市
有
財
産
）
に
つ
い
て
は
、
県
の

３
５
５
号
線
用
土
と
し
て
議
会
に
報
告

も
な
く
、
市
長
独
断
決
裁
に
て
全
量
無

償
提
供
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
事
業
は

県
と
の
連
携
事
業
で
あ
り
、
市
取
り
扱

い
分
に
つ
い
て
は
、
県
の
約
10
倍
の
経

費
を
も
っ
て
の
随
意
契
約
で
あ
っ
た

（
地
方
自
治
法
・
随
意
契
約
法
違
反
）。

ま
た
、
公
共
用
土
使
用
に
対
し
、
無
害

証
明
書
は
不
在
で
あ
り
、
行
政
責
任
は

ど
う
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
残
り
１
，

２
５
０
立
方
メ
ー
ト
ル
の
処
分
先
が
不

明
で
あ
る
が

答　
（
明
確
な
る
答
弁
は
な
く
、
継
続

調
査
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
）

多
種
多
様
要
因
に
よ
る
未
曽
有

の
社
会
リ
ス
ク
（
異
常
気
象
・

新
コ
ロ
ナ
禍
・
不
況
・
値
上
が

り
経
済
・
自
然
災
害
）
等
を
抱

え
、
今
後
の
あ
る
べ
き
対
応
行

政
を
問
う

▲▲

一般質問

問　
近
年
、
強
迫
症
の
子
供
が
増
え
て

い
る
よ
う
で
、
適
切
な
治
療
が
行
わ
れ

ず
重
症
化
し
、
引
き
こ
も
り
に
つ
な
が

る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
、
学
校
に
も

正
し
い
対
処
法
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
じ
め
な
子
ほ
ど

陥
り
や
す
く
、
責
任
感
の
強
い
子
は
さ

ら
に
症
状
が
悪
化
し
や
す
い
そ
う
な
の

で
、
保
護
者
や
学
校
、
子
供
に
関
わ
る

全
て
の
人
々
が
適
切
な
対
応
を
学
ぶ
必

要
が
あ
る
と
思
う
が

答　
教
育
長　
心
の
健
康
問
題
の
要
因

に
よ
り
、
教
育
、
心
理
、
医
療
、
福
祉

な
ど
の
関
係
機
関
が
連
携
を
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
子
供
を
し
っ
か
り
見
て
、
そ
し
て

保
護
者
を
一
人
に
し
な
い
、
保
護
者
だ

け
の
対
応
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
大

切
に
し
て
い
ま
す
。
心
理
的
に
見
て
、

医
療
的
に
見
て
、
ど
う
い
う
状
況
な
の

か
と
い
う
把
握
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
当
然
、
学
校
だ
け
で
は
な
く
、
心

理
の
専
門
、医
療
者
に
つ
な
ぎ
な
が
ら
、

心
の
健
康
問
題
の
対
応
を
取
っ
て
お
り

ま
す
。 教

育
行
政
に
つ
い
て

行
方
市
総
合
戦
略
で
目
指
す

「
笑
顔
で
住
み
続
け
た
い
ま
ち
、

行
方
」
に
つ
い
て
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な
ら
れ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
委

員
の
推
薦
に
つ
い
て
は
、
各
地
区
の
ご

協
力
に
よ
り
、欠
員
の
な
い
状
況
で
す
。

答　
依
存
症
回
復
支
援
施
設
入
所
者
に

つ
い
て
伺
う

問　
市
民
福
祉
部
長　
こ
の
施
設
の
開

始
に
は
、
住
民
の
不
安
も
大
き
く
、
今

後
の
情
報
共
有
の
た
め
、
県
の
認
可
が

下
り
る
前
に
、
施
設
の
設
置
及
び
運
営

に
関
し
て
、
市
と
施
設
に
よ
る
協
定
を

結
び
ま
し
た
。
こ
の
施
設・事
業
所
は
、

社
会
復
帰
を
目
指
す
方
た
ち
の
施
設
で

あ
る
の
で
、
福
祉
行
政
に
お
い
て
は
否

定
で
き
な
い
施
設
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
ま
す
。
地
域
の
安
心
・
安
全
を
守
っ

て
い
く
の
も
行
政
の
仕
事
で
あ
り
、
市

も
引
き
続
き
地
元
区
長
と
継
続
し
て
打

ち
合
わ
せ
を
行
い
、
問
い
合
わ
せ
や
要

望
等
、
ま
た
協
定
書
の
中
の
報
告
等
が

守
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、見
直
し
等
、

一
緒
に
協
議
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

▲▲

一般質問

伊勢山　仙寿�議員

問　
企
業
誘
致
の
現
状
、
北
浦
Ｉ
Ｃ

（
仮
称
）
周
辺
の
企
業
誘
致
に
つ
い
て

答　
市
長　
企
業
誘
致
を
進
め
る
こ
と

は
、
市
の
財
源
確
保
、
雇
用
促
進
、
定

住
人
口
の
確
保
な
ど
、
持
続
可
能
な
地

方
自
治
体
の
基
盤
づ
く
り
に
結
び
つ
い

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
市
の
遊
休
地
の
活

用
に
は
、
よ
り
成
果
が
高
い
も
の
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
開
通
は

市
内
の
事
業
者
や
農
業
も
含
め
た
地
場

産
業
に
お
い
て
も
成
長
、
発
展
の
可
能

性
も
高
い
た
め
、
誘
致
活
動
を
考
え
て

い
ま
す
。

問　
排
水
整
備
事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て

答　
建
設
部
長　
排
水
整
備
に
は
、
市

民
か
ら
要
望
が
多
く
、
周
辺
の
水
路

貝塚　俊幸�議員

問　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
改
選
に

つ
い
て
、
今
年
11
月
末
日
で
任
期
満
了

と
な
り
、
改
選
に
向
け
て
の
取
組
、
進

捗
状
況
を
伺
う

答　
市
民
福
祉
部
長　
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
役
割
は
社
会
奉
仕
の
精
神
を

持
ち
、
市
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
を

受
け
、
市
民
が
尊
厳
を
も
っ
て
生
活
で

き
る
よ
う
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
福
祉

を
推
進
す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
民
生
委
員
の
な
り
手
不
足
や
認
知

度
、
高
齢
化
が
全
国
的
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
国
と
し
て
も
、
将
来
的
に

十
分
な
活
動
が
で
き
る
方
の
確
保
や
、

積
極
的
に
活
動
す
る
た
め
委
員
の
若
返

り
を
推
進
す
る
よ
う
示
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
勤
め
て
い
る
方
だ
と
活
動
時
間
の

確
保
が
難
し
く
、
退
職
後
に
委
員
に

企
業
誘
致
に
つ
い
て

な
ど
の
状
況
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
緊
急
性
の
あ
る
所
か
ら
順
次
対
応

し
、
早
期
に
整
備
要
望
に
応
え
ら
れ
る

よ
う
、
維
持
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。

問　
移
住
者
・
定
住
者
の
状
況
は

答　
企
画
部
長　
令
和
３
年
度
の
Ｕ
Ｉ

Ｊ
タ
ー
ン
該
当
数
は
８
件
、
計
25
名
が

本
市
に
移
住
を
し
て
お
り
ま
す
。
今
後

に
つ
い
て
は
、
登
録
件
数
の
増
加
と
共

に
契
約
件
数
の
増
加
を
目
指
し
、
必
要

に
応
じ
て
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
を
検

討
し
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。

問　
特
定
空
き
家
の
対
策
に
つ
い
て

答　
総
務
部
長　
特
定
空
き
家
の
指
導

に
つ
い
て
は
、
指
導
、
勧
告
、
命
令
、

代
執
行
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
解
決
ま
で

に
は
時
間
が
か
か
る
と
い
う
と
こ
ろ
で

す
。

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

市
民
福
祉
に
つ
い
て

地
域
の
安
心
・
安
全
対
策
に
つ

い
て

道
路
の
流
末
排
水
に
つ
い
て
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を
優
先
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
、

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
予
算
編
成
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

問　
下
水
道
事
業
の
展
望
と
方
針

答　
建
設
部
長　
下
水
道
は
、
地
域
住

民
の
生
活
環
境
を
改
善
す
る
と
と
も

に
、
公
共
水
域
の
水
質
保
全
や
環
境
保

全
の
観
点
か
ら
重
要
な
も
の
で
す
。
市

民
の
利
便
性
向
上
は
も
と
よ
り
、
霞
ヶ

浦
と
北
浦
に
囲
ま
れ
た
地
域
特
性
か

ら
、
こ
れ
ら
の
重
要
な
自
然
環
境
を
保

全
す
る
た
め
、
下
水
道
事
業
を
積
極
的

に
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
榎
本
地
区
と
玉
造
北
部
地
区
の
農
業

集
落
排
水
事
業
は
、
計
画
的
な
整
備
が

完
了
し
、
麻
生
地
区
の
霞
ヶ
浦
水
郷
流

域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

も
、
認
可
区
域
の
整
備
が
完
了
し
て
お

り
ま
す
。
玉
造
地
区
の
特
定
環
境
保
全

公
共
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
計
画

区
域
の
整
備
が
約
80
％
ま
で
進
捗
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
引
き
続
き
残

る
整
備
を
計
画
的
に
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

栗原　繁�議員

阿部　孝太郎�議員

問　
定
住
促
進
に
関
す
る
施
策
は

答　
市
長　
社
会
減
少
対
策
と
し
て
、

就
職
支
援
や
農
業
の
担
い
手
確
保
な
ど
、

ま
た
住
宅
応
援
助
成
金
の
支
給
、
空
き

家
バ
ン
ク
制
度
な
ど
。
自
然
減
少
対
策

と
し
て
は
、
結
婚
支
援
、
子
育
て
支
援

等
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、

人
口
減
少
傾
向
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら

な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
子
育
て

世
代
の
ニ
ー
ズ
や
市
民
調
査
な
ど
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
事
業
の

検
証
と
改
善
を
図
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

問　
定
住
促
進
住
宅
の
整
備
は

答　
企
画
部
長　
現
在
策
定
中
の
第
３

期
定
住
移
住
促
進
計
画
に
お
い
て
、
安

全
で
住
み
や
す
い
生
活
環
境
の
充
実
を

基
本
目
標
に
掲
げ
て
お
り
、
住
宅
供
給

拡
大
事
業
と
し
て
、
モ
デ
ル
タ
ウ
ン
の

整
備
を
成
果
指
標
と
し
て
い
ま
す
。

問　
政
策
決
定
、
事
業
選
択
の
行
程
、

事
業
推
進
の
指
標

答　
市
長　
我
が
国
を
取
り
巻
く
環
境

の
変
化
が
著
し
く
、
原
油
価
格
の
高
騰

や
資
材
不
足
が
発
生
し
て
い
る
と
と
も

に
、
災
害
の
激
甚
化
が
頻
発
し
て
お
り

ま
す
。
市
民
の
生
活
や
地
域
経
済
へ
の

さ
ら
な
る
打
撃
を
抑
制
す
る
た
め
に
、

様
々
な
支
援
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
令
和
５
年
度

予
算
編
成
に
お
い
て
も
、
事
業
の
必
要

性
、
緊
急
性
及
び
費
用
対
効
果
を
十
分

に
見
極
め
な
が
ら
査
定
を
行
い
、
市
民

に
と
っ
て
真
に
必
要
な
施
策
と
な
る
予

算
編
成
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
令
和
５
年
度
市
政
の
経
営
方
針
に
示

さ
れ
て
い
る
良
質
で
効
率
的
な
新
た
な

行
政
運
営
の
取
組
、
成
果
の
高
い
過
疎

対
策
へ
の
取
組
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
と
社
会
経
済
活
動
の
両

立
す
る
取
組
の
３
つ
の
重
点
取
組
施
策

定
住
促
進
に
関
し
て

次
年
度
予
算
編
成
に
つ
い
て

環
境
保
全
の
取
組

▲▲

一般質問

問　
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策
は

答　
市
民
福
祉
部
長　
出
産
報
奨
金
の

子
ど
も
１
人
に
つ
き
５
万
円
に
つ
い
て

は
、
近
隣
と
比
較
し
て
も
高
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、本
年
度
よ
り
小・

中
学
校
、
高
校
入
学
等
に
支
援
金
を
支

給
す
る
子
育
て
応
援
ニ
コ
ニ
コ
（
弐
湖

弐
湖
）
支
援
金
を
開
始
し
ま
し
た
。
子

育
て
支
援
を
継
続
的
に
実
施
し
、
全
て

の
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
と
、
子
ど

も
を
持
つ
家
庭
が
安
心
し
て
子
育
て
で

き
る
よ
う
努
め
ま
す
。

問　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
率

ア
ッ
プ
に
向
け
た
施
策
は

答　
市
民
福
祉
部
長　
人
員
増
に
よ
り
、

申
請
及
び
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
手
続
を

支
援
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
潮
来
市
と

合
同
で
、
麻
生
高
校
で
の
申
請
と
交
付

を
行
い
ま
し
た
。
今
後
は
、
玉
造
工
業

高
校
で
の
実
施
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
広
報
紙
や
市
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
等
を
活
用
し
、
周
知
と
交
付
に
努
め

ま
す
。 デ

ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
宣
言

の
進
捗
に
関
し
て



No.69
行方市議会だより17

る
学
校
も
あ
り
ま
す
。

答　
市
長　
奉
仕
作
業
と
い
っ
た
点
の

予
算
を
付
け
て
い
か
な
け
れ
ば
、
維
持
的

に
結
構
厳
し
く
、
教
育
環
境
を
整
え
る

点
も
考
慮
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

問　
市
と
し
て
新
た
な
施
策
は

答　
経
済
部
長　
令
和
３
年
度
の
行
方

市
農
業
基
本
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ

て
、
重
要
課
題
と
し
て
、
従
事
者
の
高

齢
化
と
減
少
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
、

も
う
か
る
農
業
へ
の
転
換
が
図
れ
て
い

な
い
、
ま
た
、
風
水
害
や
感
染
症
へ
の

対
策
不
足
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
課
題

か
ら
脱
却
す
る
た
め
、
も
う
か
る
農
業

の
強
化
と
災
害
に
強
い
農
業
の
整
備
の

２
柱
を
基
本
方
針
と
し
た
上
で
、
実
現

可
能
な
基
本
施
策
を
10
施
策
推
進
す
る

も
の
と
し
、
と
り
わ
け
、
も
う
か
る
農

業
の
強
化
は
、担
い
手
の
育
成
と
定
着
、

中
小
・
家
族
経
営
の
活
躍
、
農
地
の
集

積
・
集
約
化
、
農
業
経
営
の
安
定
化
、

農
業
生
産
基
盤
の
整
備
及
び
加
工
・
流

通
・
販
売
の
強
化
の
６
つ
の
基
本
施
策

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

▲▲

一般質問

▲▲

一般質問

髙橋　正信�議員

問　
防
災
会
議
の
女
性
委
員
の
割
合
が

低
い
と
こ
ろ
が
茨
城
県
で
も
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
本
市
に
お
い
て
も
現
状

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
１
～
２
名

増
や
し
て
い
た
だ
け
な
い
も
の
か

答　
総
務
部
長　
行
方
市
防
災
会
議
条

例
で
定
員
20
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
現
在
、
女
性
委
員
２
名
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
や
は
り
女
性
の
視
点
は

大
変
重
要
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か

ら
、
女
性
委
員
に
も
っ
と
入
っ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
内
部
で
検
討
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
自
主
防
災
組
織
に
対
し
て
は
、
行
政

が
旗
振
り
役
と
な
っ
て
防
災
セ
ミ
ナ
ー
、

リ
ー
ダ
ー
研
修
会
、
防
災
訓
練
等
進
め

て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
リ
ー
ダ
ー
研

修
会
に
つ
い
て
は
、
区
長
は
じ
め
区
の

関
係
者
が
し
っ
か
り
と
参
加
し
て
い
た

だ
き
、
防
災
知
識
を
深
め
て
い
く
場
と

し
て
必
要
だ
と
思
う
が
、
所
見
を
伺
う

小林　久�議員

問　
設
備
点
検
の
状
況

答　
教
育
長　
学
習
、
生
活
の
場
で
あ

る
学
校
は
、
学
校
保
健
安
全
法
、
学
校

管
理
規
則
等
に
よ
り
、
校
長
は
当
該
学

校
施
設
及
び
設
備
の
計
画
的
な
安
全
点

検
を
毎
月
実
施
、
必
要
に
応
じ
た
臨
時

的
な
安
全
点
検
、
日
直
、
使
用
者
、
管

理
職
に
よ
る
日
常
的
な
確
認
を
実
施
、

他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
や
学
校
の
職

員
で
は
点
検
不
可
能
な
電
気
設
備
、
空

調
設
備
、
消
防
施
設
等
は
業
者
委
託
に

よ
り
、
年
１
回
以
上
の
定
期
検
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

問　
グ
ラ
ウ
ン
ド
管
理
、
除
草
作
業

答　
教
育
長　
年
２
、３
回
行
わ
れ
る

職
員
と
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
奉
仕
作
業
が
主

と
な
っ
て
い
ま
す
。
斜
面
や
刈
り
き
れ

な
い
部
分
は
、
業
者
委
託
を
し
て
い

防
災
・
減
災
対
策
に
つ
い
て

答　
総
務
部
長　
自
主
防
災
組
織
は
大

事
な
組
織
で
す
。
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
に

つ
き
ま
し
て
は
、
大
変
重
要
な
事
業
と

思
い
ま
す
の
で
検
討
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

問　
行
方
市
の
人
口
動
態
、
社
会
動
態

を
見
ま
す
と
、や
は
り
転
出
者
が
多
い
。

そ
の
転
出
先
が
、
県
内
を
は
じ
め
近
隣

の
市
町
村
に
転
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う

実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の

点
か
ら
、
本
市
に
お
い
て
は
住
環
境
の

整
備
に
目
を
向
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
今
回
の
実
施
プ
ラ
ン
の
新

規
事
業
、
住
宅
供
給
拡
大
事
業
の
戦
略

的
な
事
業
展
開
を
確
認
し
た
い

答　
企
画
部
長　
住
宅
供
給
拡
大
事
業

は
、
新
規
で
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
で

位
置
づ
け
を
し
て
い
ま
す
。
市
内
に
お

け
る
住
宅
供
給
量
を
増
加
さ
せ
る
た

め
、
学
校
跡
地
等
の
市
有
地
を
民
間
に

分
譲
地
用
と
し
て
売
却
し
、
定
住
、
移

住
を
考
え
る
者
が
利
用
し
や
す
い
住
宅

環
境
を
整
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
遊
休
農
地
に
つ
い
て
も
、

宅
地
用
地
の
確
保
と
い
う
こ
と
で
、
宅

地
整
備
が
で
き
る
よ
う
、
農
地
法
の
要

件
緩
和
の
検
討
等
も
お
願
い
を
す
る
事

業
に
な
っ
て
い
ま
す
。

学
校
施
設
管
理

過
疎
対
策
に
つ
い
て

農
業
政
策
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行政視察報告
　庁舎建設についての調査、研究を行うため、つくばみらい市伊奈庁舎の行政視察を行いました。

　伊奈庁舎は、全国的にもあまり例のないプレハブ構造で建築され、平成 28 年 5 月に開庁しました。
視察では、新庁舎建設までの経過等を含む建設概要等の詳細な説明を受け、実際に庁舎全体を見学させ
ていただきました。

庁舎建設等調査特別員会
研修日程：７月 29 日　　委員長：髙栁　孫市郎

行方市に視察に来訪されました
石川県輪島市議会　総務文教委員会（６名）
　期　　日：令和４年８月３日
　視察内容：楽器寄附ふるさと納税について

〇�行方市で行っている楽器寄附ふるさと納税について、
導入の経緯、導入後の状況や活用状況など

茨城県議会　総務企画委員会（11 名）
　期　　日：令和４年８月 17 日
　視察内容：なめがたエリアテレビについて

〇なめがたエリアテレビの概要及び活用状況について
〇茨城大学との連携協定の概要及び活動状況について
〇�撮影スタジオの視察及び番組制作の過程について

今後ますますのご発展をご祈念いたします

　説明では、プレハブ構造のメリット・デメリット
を伺い、実際に使っているからこそ感じている率直
な感想を聞くことができました。
　委員からは、耐用年数や修繕・維持管理について、
機能面や設備等について、など、様々な質疑がなさ
れました。
　今回の行政視察を生かし、本市にとってよりよい
庁舎となるよう、今後もさらなる調査・検討を重ね
ていきます。
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委員会レポート

　８月４日に第２分科会、８月５日に第１分科会及び第３分科会を開催し、令和４年度新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（本省繰越分）（コロナ禍における原油価格・物価高
騰対応分）の追加事業について、それぞれの所管分を調査しました。
　各分科会で調査された内容は、８月 18 日の当委員会で集約し、その調査結果を鈴木 周也市
長あてに送付しました。

新型コロナウイルス感染症等対策特別委員会
期日：８月 18 日　　委員長：髙橋 正信

庁舎建設等調査特別委員会
期日：８月２日　　委員長：髙栁 孫市郎

（左から）�髙木�正副委員長　髙栁�孫市郎委員長
岡田�晴雄議長　鈴木�周也市長

　８月２日に開催された当委員会では、市の執行部
より提出された計画案を基に、今後のスケジュール
や庁舎建設の方針等について再度確認をしました。
　また、８月１日に、庁舎建設に関する調査経過並
びに結果（中間）について、岡田 晴雄議長と髙栁 
孫市郎委員長、髙木 正副委員長から鈴木 周也市長
あてに提出しました（全文は以下のとおり）。

令和４年８月１日
行方市長　鈴木　周也　様

行方市議会議長　岡田　晴雄

行方市議会庁舎建設等調査特別委員会　
委員長　髙栁　孫市郎

　　
庁舎建設に関する調査経過並びに結果（中間）について

　
　本委員会は、令和元年12月19日に、行政機能の中枢を担う市庁舎をはじめとする公共施設等の建設、
整備及び市有財産の利活用に関し、議会の立場から多様な視点に立って必要な事項の調査・検討及び提
言を行うことを目的として設置しました。
　これまで、庁舎建設に関する委員会を計 21回開催し、鈴木市長をはじめ執行部より説明を受け、調
査・検討を重ねてまいりました。令和４年４月 15日に開催した本委員会では、各委員からそれぞれの
意見を聴取しましたが、現時点では判断できないという意見が多数であり、当委員会としての最終の調
査結果を出すまでには至っていない状況であります。
　行政機能の中枢を担う市庁舎の建設については、単なる行政の事務所にとどまらず、防災の拠点、市
民サービスやまちづくりの拠点、そして笑顔で住み続けたいまち行方の発信拠点として、将来の本市に
とって非常に重要な施設であり、市民・行政・議会が三位一体となって協議を進めるべき事業であると
考えます。
　つきましては、今後も鈴木市長をはじめ執行部には、真摯な対応をお願いするとともに、各委員から
の意見等も積極的に事業に反映をしていただきたいと考えます。また、本委員会としても、引き続き調
査・検討及び提言を行ってまいりますので、今後ともご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
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議
会
だ
よ
り
の

議
会
だ
よ
り
の

ご
意
見
・
ご
感
想
を

ご
意
見
・
ご
感
想
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

議 会 ト ピ ッ ク ス

　　市では、新型コロナウイルス
感染症に関する情報をホームペー
ジで随時お知らせしています。

（https://www.city.namegata.ibaraki.jp/）

ちょっとひと言!!

市民市民のの声声 皆様のご意見は各委員会に伝え、
今後の市政へと活かしていきます！

～ 議 会 日 誌 ～

次の定例会は「令和４年　第４回　定例会」
12 月１日（木）開会の予定です。

〇 新型コロナウイルスの感染拡大などの状況によ
り、日程が変更になる場合があります。詳細は、
市議会ホームページでご案内しています。

　（https://www.city.namegata.
　ibaraki.jp/page/dir000067.html）
〇 ご不明な点は、議会事務局（☎ 0299-

55-0111）へお問い合わせください。

広報委員会
委 員 長　貝　塚　俊　幸
副委員長　藤　﨑　仙一郎
委　　員　髙　木　　　正
　 〃 　　土　子　浩　正
　 〃 　　髙　野　市　郎
　 〃 　　伊勢山　仙　寿

　白帆の湯に設置してあるムービングハウスですが、市税購入ならば、どのよう
な利用目的で購入してあるのでしょうか。しばらく未使用状態であるようなので
すが、ぜひとも市民へ貸スペースとして使用をさせていただけないでしょうか。
イベント・ワークショップなどの利用や体験宿泊など、利用価値がたくさん考え
られますし、施設利用をすることで交流の場として広がることと思います。税金
の使い道が身近に感じられるよう、ぜひ早急に検討してください。（50代　女性）

ムービングハウスの利活用について

　私の住んでいる地区には、公園と呼べる場所は無
く、最寄りの空き地（公的な施設の跡地なので）を、
近隣の住民が公園代わりとして利用している状況で
ある。その空き地（公園）の整備状況は、見るに耐
え難く草木が生い茂り、荒れ放題となっている。そ
こで一市民として提案です。過疎地域持続的発展対
策費等を利用して、空き地（公園）の整備を実施し
てもらいたい。当局の対応を望みます。
� （70 代　男性）

過疎債等を利用して空き地の整備を
　子育て世代です。あと数年で中学校の部活がなくなり、
地域に移行するという話をよく聞きます。これから中学生
になる子を持つ親としては、具体的な内容がわからないの
で、心配と不安でいっぱいです。行方市には、地域のスポー
ツクラブがあるのか？スポーツ少年団に加入することにな
るのか？スポーツの選択肢はあるのか？施設は？費用は？
練習時間は？新人戦、総体などの大会は？…疑問に思うこ
とは尽きません。市として、話が進んでいることがあれば、
少しずつでもよいので開示してほしいです。（30代　女性）

中学校部活動の地域への移行は？

８月
　 ２ 日　議会運営委員会　全員協議会
　　　　 庁舎建設等調査特別委員会
　 ３ 日　行政視察受入（石川県輪島市議会総務文教委員会）
　 ４ 日　第２分科会
　　　　 （新型コロナウイルス感染症等対策特別委員会）
　 ５ 日　第１分科会及び第３分科会
　　　　 （新型コロナウイルス感染症等対策特別委員会）
　 ９ 日　令和４年第３回臨時会
　　　　 議会運営委員会　予算特別委員会
　17 日　行政視察受入（茨城県議会総務企画委員会）
　18 日　地域活性化対策特別委員会
　　　　 新型コロナウイルス感染症等対策特別委員会
　25 日　議会運営委員会
　30 日　議会運営委員会　全員協議会
９月
　 ６ 日　議会運営委員会
　　　　 令和４年第３回定例会（開会）
　　　　 広報委員会
　 ８ 日　本会議（一般質問）
　 ９ 日　本会議（一般質問）　議会運営委員会
　12 日　本会議（一般質問）　全員協議会
　13 日　本会議　予算決算特別委員会
　14 日　総務委員会
　15 日　教育厚生委員会
　16 日　経済建設委員会
　20 日　予算決算特別委員会　議会運営委員会
　21 日　予算決算特別委員会
　22 日　予算決算特別委員会
　29 日　議会運営委員会　全員協議会
　　　　 庁舎建設等調査特別委員会
　　　　 令和４年第３回定例会（閉会）
10 月
　 ５ 日　広報委員会
　13 日　教育厚生委員会
　19 日　広報委員会
　21 日　総務委員会
　24 日　経済建設委員会
　25 日　議会運営委員会
　26 日　庁舎建設等調査特別委員会


